
乳幼児の誤飲による事故の防⽌（マグネットボールと⽔で膨らむボールの規制）
 ネオジム磁⽯製のマグネットセットや⽔で膨らむボールでは、乳幼児の誤飲による事故が発⽣。
 マグネットセットは、令和4年3⽉、消費者安全調査委員会が経済産業⼤⾂宛に法令による規制を検討する

旨の意⾒具申を⾏ったことを受け、6⽉、経済産業省は、主要なインターネットモール事業者に向けて、年齢表
⽰や⼦どもの使⽤を想定した表現を⾏わない等の販売上の対策を講じる協⼒の要請を実施。

 ⽔で膨らむボールについては、重⼤製品事故の報告、事故原因究明を経て、事業者がリコールを実施済み。
 さらに、消費⽣活⽤製品安全法による販売規制を実施することで安全対策をより強固なものとすべく、令和5

年1⽉、これら2製品を同法の特定製品（PSCマークの対象品⽬）に指定を⾏う内容の消費経済審議会
への諮問・答申を実施。現在政令改正の公布に向け作業中。

政令改正の内容（予定）
 規制対象製品

磁⽯製娯楽⽤品（磁⽯と他の磁⽯とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽⽤品として使⽤するものであつて、これ
を構成する個々の磁⽯⼜は磁⽯を使⽤する部品が経済産業省令で定める⼤きさ以下のものに限る。）

 主な規制の内容
誤飲のおそれがある⼩型磁⽯について、仮に誤飲した場合でも体外に⾃然排出される⽔準（磁⼒の強さについての磁束指
数（最⼤磁束密度の⼆乗と極の表⾯積の積）が50kG2・mm2未満となること）を要求。

 規制の効果
マグネットセット（写真）は、技術基準で定める予定の磁束指数50kG2・mm2未満の基準を満たさないことから、今回の
政令改正により、14歳以上向けであったとしても販売ができなくなる。

製品例︓
国⺠⽣活センター
消費者安全調査委員会

製品例︓国⺠⽣活センター
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 規制対象製品
吸⽔性合成樹脂製玩具（吸⽔することにより膨潤する合成樹脂を使⽤した部分が吸⽔前において経済産業省令で定め
る⼤きさ以下のものに限る。）

 主な規制の内容
誤飲のおそれがある⼩型の合成樹脂製玩具について、仮に誤飲した場合でも体外に⾃然排出される⽔準（いずれの⼨法も
吸⽔の後50％を超えて膨潤しないこと）を要求。

 規制の効果
⽔で膨らむボール（写真）は、技術基準で定める予定の50%を上回り膨張することから、技術基準を満たすことができず、
今回の政令改正により、販売ができなくなる。

マグネットセット

⽔で膨らむボール
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消費⽣活⽤製品の安全確保に向けた検討会

【検討会のスケジュール】
第1回 1⽉17⽇ キックオフ・論点提⽰
第2回 2⽉ 8⽇ 事業者へのヒアリング（ネットモール各社）
第3回 2⽉20⽇ 事業者へのヒアリング（⼦供製品関係）
第4回 4⽉頃 論点の議論①
第5回 5⽉頃 論点の議論②
第6回 6⽉頃 論点整理

【消費⽣活⽤製品の安全確保に向けた検討会 メンバー】
（委員）
三上 喜貴 開志専⾨職⼤学副学⻑ （座⻑）
依⽥ ⾼典 京都⼤学⼤学院経済学研究科教授
⼤橋 弘 東京⼤学⼤学院経済学研究科教授
カライスコス アントニオス 京都⼤学⼤学院法学研究科准教授
釘宮 悦⼦ 消費⽣活アドバイザー
⻄⽥ 佳史 東京⼯業⼤学⼯学院教授
早川 吉尚 ⽴教⼤学法学部教授
正⽊ 義久 ⼀般社団法⼈⽇本経済団体連合会ソーシャル・コ

ミュニケーション本部⻑
増⽥ 悦⼦ 公益社団法⼈全国消費⽣活相談員協会理事⻑
森 亮⼆ 英知法律事務所 弁護⼠
⼭内 洋嗣 森・濱⽥松本法律事務所 弁護⼠
鷲⽥ 祐⼀ ⼀橋⼤学商学部教授

（オブザーバー）
アマゾンジャパン合同会社、楽天グループ株式会社、ヤフー株式会社
株式会社メルカリ、⼀般社団法⼈⽇本玩具協会、ベビーカー安全協議会、⼀
般社団法⼈⼤⼿家電流通協会、⼀般財団法⼈家電製品協会、⼀般社団
法⼈⽇本ガス⽯油機器⼯業会、⼀般財団法⼈製品安全協会
⽇本チェーンストア協会、全国中⼩企業団体中央会

 製品安全4法は、消費⽣活⽤製品の安全確保を確保する観点から重要な制度。特に、2006年に創設された、
重⼤製品事故の報告制度は、迅速な事故の把握を通じた安全の確保に⼤きく貢献。

 ⼀⽅で、インターネット販売の存在感が⾼まるなど、最近の製品安全を巡る環境は⼤きく変化。
 こうした環境変化を踏まえた課題への対応策を検討するため、令和５年１⽉に「消費⽣活⽤製品の安全確保

に向けた検討会」を設置し、有識者による検討を開始。本年６⽉頃を⽬途に議論を整理する予定。
 主な論点は、①インターネット販売拡⼤への対応と、②玩具等の⼦供⽤製品の安全確保策。

【検討会の主な論点】
①インターネット販売拡⼤への対応
 インターネット販売が拡⼤する中、PSマークが貼られていな

い製品が販売されている。
 インターネットを通じた海外事業者の直接販売が拡⼤して

いるが、重⼤製品事故の報告がされておらず、適切な再発
防⽌策が⾏えていない可能性。

②玩具等の⼦供⽤製品の安全確保策
 ⼦供への事故は未然に防⽌すべきだが、マグネットボールの

ように事故が起こってからの対応となっている。
 諸外国では玩具等の⼦供⽤製品が強制規格対象となっ

ている。
 ネットを通じて海外の違反品が流⼊するおそれ。



 令和３年度より、⼦供向けの新聞媒体を通じ、⼩学⽣およびその家庭をターゲットとし具体的製品の製品安全
のチェックポイントを普及・啓発。

 令和４年度は、洗濯機による重傷事故、磁⽯玩具による誤飲事故を中⼼に、⼦供による事故への注意喚起
を実施した。

⼩学⽣に向けた注意喚起

（出典︓読売KODOMO新聞 2022年8⽉18⽇発⾏） 3



 令和３年度より、⼦供向けの新聞媒体を通じ、⼩学⽣およびその家庭をターゲットとし具体的製品の製品安全
のチェックポイントを普及・啓発。令和４年度は、アニメキャラクターとコラボし⼦供の関⼼を⾼める取組も実施。

 令和４年11⽉の「製品安全総点検⽉間」では、PSアワード受賞企業、製品安全⾃⼰宣⾔企業である全国
の約300の電器店舗において製品安全イベントを実施。

⼩学⽣向け製品安全イベント

（出典︓読売KODOMO新聞 2022年8⽉18⽇発⾏）

〇製品安全イベント概要
⽬的 より幅広い世代の消費者と電器店とのコミュニケーションを図ることで、

消費者の安全意識の向上につなげる
⽇程 2022年11⽉5⽇(⼟)以降の⼟⽇

※開催⽇は店舗にて設定

イベント内容

景品

製品安全オンラインクイズゲーム※に挑戦し、クリア画⾯をイベント開催店舗に提⽰する
と景品（製品安全に役⽴つ情報が記載された下敷き）を獲得できる。

※ゲームは以下の２種類
○NITE（⾼学年向け）
「くらしのキケンを「うんこドリル」
で学ぼう〜
【独法初】NITEが3世代で学べるオン
ラインゲーム〜」
家の中で発⽣する製品事故全般が対象

〇YKK AP（低学年向け）
「うんこ おうちの安全ドリル まど
とドア編」
家の中で発⽣する製品事故のうち、
主に窓やドアが対象

対象 ⼩学⽣
開催店舗 電器店 約300店舗

裏⾯には
製品安全に⽴つ
情報を記載
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